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特
別
記
事

小
山
剛
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

1
　
論
文
の
要
旨

　
小
山
剛
君
が
学
位
請
求
論
文
と
し
て
提
出
し
た
の
は
、
主
論
文

『
基
本
権
の
内
容
形
成
　
　
立
法
に
よ
る
憲
法
価
値
の
実
現
』
（
尚
学

社
、
二
〇
〇
四
年
）
と
、
副
論
文
『
基
本
権
保
護
の
法
理
』
（
成
文

堂
、
］
九
八
八
年
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
主
論
文
を
中
心
に
審
査

し
、
必
要
に
応
じ
て
副
論
文
に
言
及
す
る
。

主
論
文
は
、

い
る
。序

章
第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

つ
ぎ
の
七
章
お
よ
び
序
章
と
終
章
か
ら
構
成
さ
れ
て

基
本
権
と
法
律
の
親
和
的
関
係

制
度
的
基
本
権
理
論

防
御
権
お
よ
び
客
観
法
と
し
て
の
基
本
権

基
本
権
内
容
形
成
の
概
念
と
類
型

第
五
章

第
六
章

第
七
章

終
章

防
御
権
お
よ
ひ
法
制
度
保
障
と
し
て
の
財
産
権

基
本
権
保
護
義
務
の
具
体
化

国
家
目
標
規
定

　
序
章
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
提
起
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

基
本
権
と
法
律
の
関
係
に
は
、
防
御
権
の
よ
う
な
対
抗
関
係
の
ほ
か

に
、
親
和
的
関
係
が
あ
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
防
御
権
と
は
異
な

る
基
本
権
と
法
律
の
親
和
的
関
係
を
前
提
と
し
た
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク

が
探
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
小
山
君
に
よ
れ
ば
、
副
論
文
で

論
じ
た
基
本
権
保
護
義
務
の
ほ
か
に
、
財
産
権
、
契
約
自
由
な
ど
の

制
度
保
障
を
内
実
と
す
る
基
本
権
、
さ
ら
に
、
生
存
権
の
よ
う
な
抽

象
的
権
利
に
つ
い
て
も
、
基
本
権
と
法
律
と
の
親
和
的
関
係
が
認
め

ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
憲
法
学
に
お
い
て
、
防
御
権
に
つ
い
て
は
す

で
に
相
当
の
議
論
の
蓄
積
が
あ
る
が
、
親
和
的
関
係
に
つ
い
て
は
、

関
心
が
希
薄
で
あ
っ
た
。

　
小
山
君
は
、
具
体
的
な
解
釈
に
お
い
て
基
本
権
と
法
律
・
法
制
度

と
の
親
和
的
関
係
を
広
く
認
め
る
か
ど
う
か
は
、
憲
法
条
文
に
加
え
、

そ
の
論
者
の
基
本
権
理
解
に
左
右
さ
れ
る
と
す
る
。
第
一
章
で
は
、

①
両
者
を
峻
別
す
る
傾
向
に
あ
る
基
本
権
理
解
を
「
峻
別
思
考
」
と

呼
び
、
②
む
し
ろ
両
者
を
一
体
化
し
て
捉
え
る
傾
向
に
あ
る
基
本
権
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理
解
を
「
非
分
別
思
考
」
と
呼
ん
で
対
比
す
る
。
第
二
章
で
は
、

「
非
分
別
思
考
」
の
典
型
で
あ
る
へ
ー
ベ
ル
レ
の
制
度
的
基
本
権
理

論
を
と
り
あ
げ
、
基
本
権
的
自
由
を
制
度
的
に
解
し
、
基
本
権
の
内

容
形
成
と
制
度
の
区
別
を
著
し
く
相
対
化
す
る
基
本
権
論
が
抱
え
る

問
題
点
に
つ
い
て
批
判
的
に
検
討
す
る
。
そ
の
結
果
、
小
山
君
は
、

「
峻
別
思
考
」
で
も
「
非
分
別
思
考
」
で
も
な
い
、
「
分
別
・
非
峻
別

思
考
」
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

　
第
三
章
で
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
基
本
権
判
例
を
概
観

す
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
基
本
権
判
例
は
、
日
本
に
お
い
て
は

「
国
家
に
よ
る
自
由
」
と
い
う
側
面
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
が
、

防
御
権
H
「
国
家
か
ら
の
自
由
」
に
つ
い
て
も
、
重
要
な
判
例
の
蓄

積
が
あ
る
。
小
山
君
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
防
御
権
を
基
本
権

の
第
一
の
内
実
と
し
て
そ
の
実
効
的
保
障
を
図
り
つ
つ
、
基
本
権
に

二
重
の
性
格
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
基
本
権
的
救
済
の
対
象
の
拡
張

を
図
っ
て
い
る
と
指
摘
し
、
「
分
別
・
非
峻
別
思
考
」
が
可
能
で
あ

る
と
す
る
。

　
第
四
章
以
下
は
、
基
本
権
の
具
体
化
・
内
容
形
成
の
構
造
分
析
を

す
る
。
基
本
権
と
法
律
と
の
親
和
的
関
係
に
は
多
様
な
も
の
が
含
ま

れ
、
ま
た
、
基
本
権
の
「
内
容
形
成
」
、
「
具
体
化
」
と
い
う
概
念
も

明
確
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
四
章
で
は
、
基
本
権
の

内
容
形
成
に
つ
い
て
、
①
規
範
的
構
成
、
②
規
範
的
輪
郭
付
与
、
そ

し
て
③
規
範
的
具
体
化
と
い
う
三
分
類
を
お
こ
な
っ
た
ゲ
ラ
ー
マ
ン

の
見
解
を
と
り
あ
げ
、
内
容
形
成
概
念
の
明
確
化
を
試
み
る
と
同
時

に
、
基
本
権
制
限
的
法
律
と
内
容
形
成
的
法
律
と
の
あ
い
だ
の
、
一

応
の
線
引
き
を
試
み
て
い
る
。
ま
た
、
第
四
章
の
補
論
で
は
、
基
本

権
の
内
容
形
成
と
い
う
観
念
の
、
契
約
自
由
と
い
う
具
体
的
基
本
権

へ
の
当
て
は
め
を
試
み
て
い
る
。

　
第
五
章
で
は
、
財
産
権
を
例
に
と
り
、
基
本
権
の
「
規
範
的
構

成
」
　
　
法
制
度
保
障
に
つ
い
て
、
防
御
権
と
し
て
の
保
障
と
客
観

法
的
保
障
の
接
点
を
さ
ぐ
る
。
こ
こ
で
小
山
君
は
、
制
度
保
障
の
内

実
は
核
心
領
域
の
消
極
的
保
障
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、

「
積
極
的
な
法
制
度
形
成
の
委
託
」
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
主
張
す

る
。
ま
た
、
こ
の
第
五
章
で
は
、
①
基
本
権
の
最
初
の
内
容
形
成
の

場
合
に
は
立
法
者
に
広
範
な
形
成
の
自
由
が
あ
る
が
制
度
の
後
退
に

つ
い
て
は
立
法
者
は
自
由
で
は
な
い
、
と
い
う
命
題
が
成
り
立
つ
の

か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
、
こ
れ
を
消
極
に
解
す
る
と
と

も
に
、
②
客
観
的
に
は
基
本
権
の
内
容
形
成
で
あ
る
と
性
格
づ
け
ら

れ
る
立
法
が
具
体
的
個
人
と
の
関
係
に
お
い
て
「
制
限
」
と
見
な
さ

れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
場
合
か
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
て
い
る
。

　
第
六
章
で
は
、
国
家
の
基
本
権
保
護
義
務
を
例
に
と
り
、
立
法
者

に
対
す
る
基
本
権
拘
束
と
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
統
制
の
あ
り
方

に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
こ
で
は
、
副
論
文
で
詳
し
く
検
討
し
た
国
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家
の
基
本
権
保
護
義
務
の
概
要
に
加
え
、
違
憲
審
査
の
あ
り
方
や
原

理
な
い
し
は
客
観
的
原
則
規
範
と
い
う
基
本
権
の
性
格
づ
け
を
め
ぐ

る
問
題
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
る
。

　
第
七
章
で
扱
っ
て
い
る
国
家
目
標
規
定
は
、
基
本
権
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
国
家
目
標
規
定
は
、
具
体
的
な
手
段
を
指
示
す
る

こ
と
な
く
、
立
法
ほ
か
の
国
家
の
活
動
に
目
標
と
動
因
を
与
え
る
憲

法
規
範
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
基
本
権
保
護
義
務
や
社
会
国
家
的
給

付
請
求
権
な
ど
と
共
通
し
た
構
造
を
も
つ
。
ま
た
、
ド
イ
ッ
で
は
、

日
本
国
憲
法
の
生
存
権
保
障
に
対
応
す
る
社
会
国
家
原
理
が
国
家
目

標
規
定
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
、
環
境
保
護
に
つ
い
て
、
環
境
権
て
は

な
く
国
家
目
標
規
定
と
し
て
の
環
境
国
家
条
項
（
基
本
法
二
〇
a

条
）
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
国
家
目
標
規
定
は
、
基

本
権
規
定
に
よ
る
保
障
と
］
定
の
範
囲
で
互
換
性
が
あ
り
、
ま
た
、

法
律
に
よ
る
憲
法
の
具
体
化
の
も
う
一
つ
の
領
域
で
あ
る
と
し
て
い

る
。　

以
上
の
検
討
を
通
じ
て
小
山
君
が
出
し
た
結
論
は
、
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。

　
①
シ
ュ
ミ
ッ
ト
流
の
制
度
的
保
障
論
に
依
拠
し
て
説
か
れ
て
い
る

《
制
度
と
自
由
と
の
峻
別
》
と
い
う
主
張
は
誤
り
で
あ
る
。
財
産
権

（
あ
る
い
は
婚
姻
自
由
、
契
約
自
由
）
の
内
容
お
よ
び
限
界
が
法
律

に
よ
っ
て
一
体
と
し
て
確
定
さ
れ
る
、
と
い
う
考
え
方
を
否
定
し
、

自
然
権
的
財
産
権
論
に
立
た
な
い
限
り
、
法
制
度
は
憲
法
上
の
自
由

（
な
い
し
法
的
地
位
）
の
内
容
を
確
定
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う

な
法
律
へ
の
依
存
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
基
本
権
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、

慎
重
に
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
。

　
②
制
度
の
核
心
領
域
を
侵
せ
ば
制
度
的
保
障
に
違
反
す
る
、
と
い

う
命
題
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
誤
り
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ

が
法
制
度
を
（
改
変
か
ら
）
消
極
的
に
の
み
保
障
し
、
さ
ら
に
核
心

領
域
の
み
の
保
障
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
あ
ま
り
に
狭
す
ぎ
る
。

制
度
的
保
障
を
憲
法
の
客
観
的
保
障
の
全
体
の
中
で
再
構
成
す
れ
ば
、

憲
法
の
客
観
的
保
障
は
法
制
度
の
「
核
心
」
を
と
り
巻
く
周
辺
領
域

に
も
及
ぶ
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
保
障
は
、
積
極
的

側
面
、
す
な
わ
ち
、
立
法
者
に
対
す
る
新
た
な
規
律
や
法
制
度
の
改

変
の
委
託
を
含
む
。

　
③
制
度
の
形
成
お
よ
び
後
退
が
（
周
辺
領
域
に
お
い
て
）
服
す
る

規
準
は
、
絶
対
的
禁
止
で
も
な
け
れ
ば
、
過
剰
侵
害
禁
止
原
則
と
い

う
意
味
で
の
比
例
原
則
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
関
連
す
る
諸
事
情
を

適
切
に
考
慮
し
た
比
例
性
と
い
う
、
比
較
的
緩
や
か
な
　
　
し
か
し

同
時
に
、
状
況
の
変
化
に
応
じ
た
法
改
正
の
余
地
を
残
し
た
　
　
規

準
で
あ
る
。

　
④
人
間
ら
し
い
生
存
を
、
「
権
利
」
と
い
う
体
裁
で
保
障
す
る
こ
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と
と
、
社
会
国
家
原
理
の
よ
う
な
国
家
目
標
と
い
う
体
裁
で
保
障
す

る
こ
と
と
の
問
に
は
、
結
果
的
に
は
差
異
が
な
い
。

　
⑤
《
抽
象
的
権
利
、
た
と
え
ば
健
康
で
文
化
的
な
「
最
低
限
度
」

の
生
活
の
保
障
と
、
制
度
的
保
障
に
お
け
る
「
核
心
領
域
」
は
、
同

じ
も
の
な
の
か
》
と
い
う
問
い
は
、
単
に
二
つ
の
ミ
ニ
マ
ム
の
保
障

の
比
較
で
は
な
く
、
「
規
範
的
構
成
」
と
「
規
範
的
具
体
化
」
と
い

う
、
基
本
権
の
内
容
形
成
の
二
類
型
の
比
較
に
も
か
か
わ
る
問
題
で

あ
る
。
制
度
保
障
と
抽
象
的
権
利
（
基
本
権
の
具
体
化
）
は
従
来
は

ま
っ
た
く
別
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
両
者
の
距

離
は
極
め
て
近
い
。
す
な
わ
ち
、
制
度
保
障
に
つ
い
て
も
、
核
心
領

域
等
の
消
極
的
保
障
に
先
行
し
て
法
制
度
の
形
成
と
い
う
立
法
行
為

が
存
在
し
た
わ
け
で
あ
る
し
、
し
か
も
、
先
行
す
る
立
法
行
為
の
成

果
で
あ
る
法
制
度
の
少
な
く
と
も
核
心
部
分
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
理
論
的
に
見
れ
ば
、
先
行
す
る
立
法
行

為
が
憲
法
上
の
委
託
に
基
い
て
な
さ
れ
た
、
と
回
顧
的
に
言
う
こ
と

が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
⑥
も
っ
と
も
、
制
度
保
障
に
つ
い
て
は
、
制
度
の
継
続
形
成
と
は

い
っ
て
も
現
行
制
度
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
と
い
う
色
彩
が
強
く
、
ま
た
、

財
産
権
で
あ
れ
、
契
約
自
由
で
あ
れ
、
法
制
度
保
障
は
い
わ
ば
ゲ
ー

ム
の
ル
ー
ル
を
定
め
る
と
い
う
性
格
が
あ
る
。
一
方
、
抽
象
的
権
利

は
、
基
本
権
保
護
義
務
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
憲
法
が
設
定
し
た

抽
象
的
目
標
に
具
体
的
形
態
を
与
え
る
と
い
う
性
格
が
強
い
。
こ
の

た
め
、
制
度
保
障
と
抽
象
的
権
利
は
、
か
な
り
の
程
度
に
お
い
て
パ

ラ
レ
ル
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
同
一
の
も
の
で
は
な
い
。

2
　
評
価

　
小
山
君
の
主
論
文
は
、
契
約
自
由
や
財
産
権
な
ど
の
制
度
保
障
、

保
護
義
務
そ
の
他
の
基
本
権
の
客
観
法
的
内
容
な
ど
、
基
本
権
の
積

極
的
側
面
に
つ
い
て
、
基
本
権
の
内
容
形
成
と
い
う
括
り
か
ら
そ
の

法
的
構
造
と
憲
法
的
拘
束
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ

る
。
完
成
度
の
高
い
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
を
持
つ
防
御
権
と
は
異
な
り
、

法
律
に
よ
る
基
本
権
の
具
体
化
・
内
容
形
成
に
つ
い
て
は
、
基
本
的

な
考
え
方
の
雛
形
に
つ
い
て
も
共
通
の
理
解
が
成
立
し
て
い
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
従
来
の
憲
法
学
で
は
制
度
保
障
と
抽
象
的
権
利
が
ま

っ
た
く
無
関
係
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、
さ
ら
に
制
度
形
成
と
制
度

後
退
と
の
関
係
に
つ
い
て
定
説
が
な
い
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
現
状
か
ら
す
れ
ば
、
防
御
権
と
の
対
比
に
お
い
て
法

律
に
よ
る
基
本
権
の
具
体
化
・
内
容
形
成
の
特
徴
を
括
り
だ
そ
う
と

す
る
小
山
君
の
研
究
に
は
、
十
分
な
意
義
が
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
小
山
君
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
課

題
も
指
摘
で
き
る
。

　
①
小
山
君
は
、
ド
イ
ツ
の
基
本
権
論
を
口
本
国
憲
法
の
解
釈
論
に
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援
用
で
き
る
と
い
う
前
提
で
議
論
を
行
っ
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
婚

姻
・
家
族
を
と
っ
て
も
、
憲
法
二
四
条
と
、
「
国
家
の
保
護
」
を
う

た
う
基
本
法
六
条
と
で
は
、
異
な
る
解
釈
が
妥
当
す
る
可
能
性
が
あ

る
。
　
②
従
来
は
孤
立
し
て
い
た
種
々
の
法
的
作
用
を
内
容
形
成
と
い
う

視
点
か
ら
総
合
的
に
捉
え
る
こ
と
は
、
最
終
的
な
到
達
目
標
で
は
な

か
ろ
う
。
小
山
君
は
、
基
本
権
の
内
容
形
成
を
「
基
本
権
の
規
範
的

構
成
」
と
「
基
本
権
の
規
範
的
具
体
化
」
に
分
け
て
考
察
し
た
。
し

か
し
、
基
本
権
の
規
範
的
具
体
化
に
限
っ
て
も
、
＠
基
本
権
保
護
義

務
、
⑤
「
各
人
が
社
会
に
合
理
的
に
要
求
し
う
る
」
と
い
う
「
可
能

性
の
留
保
」
に
服
す
る
社
会
国
家
的
給
付
義
務
、
◎
「
自
ら
が
財
政

的
に
全
力
を
尽
く
す
用
意
の
あ
る
学
校
の
担
い
手
に
、
基
本
法
の
課

し
た
認
可
要
件
を
継
続
的
に
充
足
し
う
る
よ
う
助
成
す
る
」
私
学
助

成
な
ど
、
そ
の
内
実
は
多
様
で
あ
る
。
そ
し
て
、
具
体
的
解
釈
に
お

い
て
は
、
ま
さ
に
そ
の
差
異
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
。

　
③
ま
た
、
基
本
権
の
規
範
的
構
成
に
つ
い
て
も
、
財
産
権
の
よ
う

に
法
制
度
へ
の
依
存
が
極
め
て
強
い
基
本
権
の
ほ
か
に
、
基
本
法
五

条
一
項
の
放
送
の
自
由
や
九
条
三
項
の
団
結
権
の
よ
う
に
中
問
的
な

性
格
の
権
利
が
あ
る
。
そ
し
て
、
具
体
的
解
釈
に
お
い
て
は
、
ま
さ

に
そ
の
中
間
的
性
格
が
重
要
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
本
論
文
は
な
お
中
間
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、

今
後
は
、
総
合
的
に
捉
え
た
種
々
の
法
的
作
用
の
再
分
化
を
行
う
作

業
が
続
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
プ
て
の
た
め
に
は
、
基
本
権
の
総
論

か
ら
各
論
に
目
を
転
じ
、
基
本
権
各
論
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
・
バ
ッ
ク

と
、
そ
れ
に
伴
う
理
論
枠
組
み
白
体
の
検
証
を
行
う
こ
と
が
必
要
と

な
る
。
し
か
し
、
こ
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
小
山
君
自
身
も
自
覚
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
審
査
員
一
同
は
、
小
山
剛
君
の
提
出
し
た

本
論
文
が
博
士
（
法
学
、
慶
鷹
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
に

ふ
さ
わ
し
い
内
容
で
あ
る
と
判
断
し
、
こ
こ
に
そ
の
旨
を
報
告
す
る

次
第
で
あ
る
。

平
成
一
七
年
一
二
月

主
査

副
査

副
査

六
日

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員
法
学
博
士

慶
磨
義
塾
常
任
理
事

兼
慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員
法
学
博
士

小
林
　
　
節

森
　
　
征
一

大
沢
　
秀
介
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